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(57)【要約】
　本発明は、外周面が物品の支持面を構成するローラ本
体（２）と、ローラ本体（２）の内部（１４）に配置さ
れる駆動ユニット（１８）と、駆動ユニット（１８）か
らローラ本体（２）の内部（１４）の内周面（１２）に
トルクを伝達するように設計され、かつ、駆動ユニット
（１８）に連結された駆動部、および外周出力部（５２
）を有するカップリングブッシュ（５０）を有するカッ
プリングユニット（３０）と、を有し、カップリングブ
ッシュ（５０）がトルク伝達のために、特定箇所でのみ
、ローラ本体（２）の内周面（１２）に摩擦嵌合連結お
よび／または一体的に連結される、搬送容器及びパレッ
ト等の搬送設備用電動搬送ローラ（１）に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
－外周面が物品の支持面を構成するローラ本体（２）と、
－前記ローラ本体（２）の内部（１４）に配置される駆動ユニット（１８）と、
－前記駆動ユニット（１８）から前記ローラ本体（２）の前記内部（１４）の内周面（１
２）にトルクを伝達するように設計され、かつ、前記駆動ユニット（１８）に連結された
駆動部、および外周出力部（５２）を有するカップリングブッシュ（５０）を有するカッ
プリングユニット（３０）と、
　を有し、
　前記カップリングブッシュ（５０）がトルク伝達のために、特定箇所でのみ、前記ロー
ラ本体（２）の前記内周面（１２）に摩擦嵌合および／または一体の態様で連結される、
搬送コンテナ及びパレット等の搬送設備用電動搬送ローラ（１）。
【請求項２】
　前記カップリングブッシュ（５０）の前記出力部（５２）が、前記ローラ本体（２）の
前記内周面（１２）と接触するように設けられた複数の半径方向ノーズ（５４）を有する
、請求項１に記載の搬送ローラ。
【請求項３】
　前記半径方向ノーズ（５４）を含めて、前記内周面（１２）の直径（Ｄ２）よりも大き
い直径（Ｄ１）が決定される、請求項２に記載の搬送ローラ。
【請求項４】
　前記ノーズ（５４）がコンプライアント設計である、請求項３に記載の搬送ローラ。
【請求項５】
　前記ノーズ（５４）が、内部が中空の設計である、請求項３または４に記載の搬送ロー
ラ。
【請求項６】
　前記出力部（５２）が、前記ローラ本体の前記内周面（１２）に溶接されている、請求
項１から５のいずれか一項に記載の搬送ローラ。
【請求項７】
　３～２０個、好ましくは５～１５個、特に好ましくは７～１０個の別々の連結点（５４
、６６ａ、６６ｂ）が前記出力部（５２）の円周まわりに設けられ、前記カップリングブ
ッシュ（５０）が、前記連結点で前記ローラ本体（２）の前記内周面（１２）に連結され
ている、請求項１から６のいずれか一項に記載の搬送ローラ。
【請求項８】
　前記カップリングブッシュ（５０）が、２つ以上の部分になっており、前記出力部（５
２）を画定する半径方向外側部分（６０）と、軸／ハブ連結の一部を形成して前記駆動部
の出力軸（２６）に連結される半径方向内側部分（６２）とを有する、請求項１から７の
いずれか一項に記載の搬送ローラ。
【請求項９】
　前記半径方向内側部分（６２）が、可撓性材料、特にエラストマー材料で形成されてい
る、請求項８に記載の搬送ローラ。
【請求項１０】
　前記半径方向外側部分（６０）が、波状の薄い金属帯板の形態で設計されている、請求
項８または９に記載の搬送ローラ。
【請求項１１】
　前記半径方向内側部分（６２）が、前記外側部分（６０）が配置される実質的に円筒形
の周面（９２）を有する、請求項１０に記載の搬送ローラ。
【請求項１２】
　前記半径方向内側部分（６２）に対する回転に対して前記半径方向外側部分（６０）を
固定するための回転防止手段（１００）、特に形状嵌合回転防止手段を有する、請求項８
から１１のいずれか一項に記載の搬送ローラ。
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【請求項１３】
　前記回転防止手段（１００）が、前記半径方向外側部分（６０）の周方向端部（１０４
、１０５）が突き当たる止め具（１０２）の形態で設計されている、請求項１２に記載の
搬送ローラ。
【請求項１４】
　前記カップリングブッシュ（５０）が、前記駆動ユニット（１８）に対して軸方向に変
位可能に取り付けられている、請求項１から１３のいずれか一項に記載の搬送ローラ。
【請求項１５】
　前記カップリングブッシュ（５０）が、出力軸（２６）が挿入される中央開口部（７４
）を有し、前記中央開口部（７４）が、円周まわりに交互に半径方向に延在する突出部（
７８）と開口部（８０）とを有する、請求項１から１４のいずれか一項に記載の搬送ロー
ラ。
【請求項１６】
　前記突出部（７８）が、前記半径方向内側先端（８６）で凹面状に平坦化されている、
請求項１５に記載の搬送ローラ。
【請求項１７】
　前記カップリングブッシュ（５０）が、前記半径方向突出部（７８）の領域に軸方向開
口部（８２）を有する、請求項１５または１６に記載の搬送ローラ。
【請求項１８】
　前記軸方向開口部（８２）の断面が実質的に台形である、請求項１７に記載の搬送ロー
ラ。
【請求項１９】
　前記半径方向突出部（７８）の横方向側面（８８ａ、８８ｂ）が、実質的に半径方向に
方向づけられている、請求項１５から１８のいずれか一項に記載の搬送ローラ。
【請求項２０】
　前記カップリングブッシュ（５０）が、前記出力部（５２）が形成される、軸方向に延
在するカラー（６４）を有する、請求項１から１９のいずれか一項に記載の搬送ローラ。
【請求項２１】
　前記カラー（６４）が、前記内側部分（６２）を包み込む部分（９８）から離れるよう
に軸方向に延在し、トルク伝達のために、特定箇所でのみ、前記ローラ本体（２）の前記
内周面（１２）に一体的に連結される、請求項２０に記載の搬送ローラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外周面が物品の支持面を構成するローラ本体と、ローラ本体の内部に配置さ
れる駆動ユニットと、駆動ユニットからローラ本体の内部の内周面にトルクを伝達するよ
うに設計され、かつ、駆動ユニットに連結された駆動部、および外周出力部を有するカッ
プリングブッシュを有するカップリングユニットとを有する、搬送容器及びパレット等の
搬送設備用電動搬送ローラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の電動搬送ローラは、物流用途で様々な目的に使用される。したがって、例えば
、小荷物配送センターでの搬送小荷物、様々な種類の倉庫での搬送容器、または空港での
輸送手荷物のためのパレット搬送で、および他の多くの用途で使用することができる。こ
こで、そのような電動搬送ローラは、互いに並んで配置され、いずれの場合も上部周面が
物品を受ける役割を果たす複数のローラを備える搬送経路で通常使用される。一方で、こ
れらの搬送経路は、駆動されずに単に搬送枠組に回転可能に取り付けられるだけのアイド
ラローラを含む。同じ搬送経路が、モータ駆動であり、電気駆動ユニットによって回転す
る駆動搬送ローラを含む場合もある。これらの電動搬送ローラは、駆動ユニットがローラ
自体の内部に配置されるように構成されるので、ローラを回転させるためにローラ本体の
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外側に配置される機械的構成要素は不要である。一方で、電動搬送ローラは、そのローラ
本体の外周面を介して物品を直接搬送するように働き、他方で、電動搬送ローラの回転を
伝達要素、例えばベルト駆動を用いて１つまたは複数のアイドラローラに伝達することに
よって、電動搬送ローラがアイドラローラを回転させることもでき、それにより物品をア
イドラローラの外周面を介して動かすこともできる。
【０００３】
　ＥＰ１６５６３１２Ｂ１は、駆動ユニットが搬送ローラ内に配置される電動搬送ローラ
を開示する。この電動搬送ローラは、周方向にＶ字形を画定し、その中に弾性押圧リング
が挿入される第１および第２のディスクを備える加圧ユニットを有する。２つのディスク
は、駆動ユニットの円錐形の駆動軸に押し込まれ、中央ねじによって一緒に押圧される。
この過程で、圧入による抵抗トルクを伴うドライブシャフトへの連結が２つのディスクの
うちの一方との間に確立され、同時に、押圧リングをローラ本体の内周に導入可能な状態
から、半径方向外側方向に変形される、押圧され一緒に締め付けられた状態に移行させる
ことができるため、Ｖ字形を形成するディスクの２つの円錐形締付け面に対してと、ロー
ラ本体の内周面に対してとの両方で圧入が形成される。駆動ユニットの駆動モーメントは
、この圧入結合の結果としてローラ本体に伝達される。
【０００４】
　この開示では、ノイズの発生が大きくなる可能性があることが判明している。そのため
、ＤＥ２０２０１２００５３８０Ｕ１は、クランプブッシュと、クランプブッシュに対し
て軸方向に移動可能なクランプリングと、クランプリングの軸方向位置をクランプブッシ
ュに対して締付け位置で保持する締結要素と、締付け位置でクランプブッシュの締付け面
とクランプリングの締付け面との間に固定され、締付け位置でローラ本体の内部の内周面
と摩擦嵌合する外周を有する押圧リングと、のカップリングユニットによって駆動ユニッ
トからローラ本体の内部の内周面にトルクが伝達される、改良された搬送ローラを提案し
ている。この開示では、結合要素のクランプブッシュは内部キャビティを有し、締結要素
はこのキャビティに対して半径方向外側方向に配置される。
【０００５】
　どちらの解決策もトルク伝達によく適していることが証明されているが、それでも、特
に公差が変動する場合には、予負荷のレベルが高すぎる可能性があるという問題があり、
これによりローラ本体の外面に凸面が形成される。ローラが作動しているとき、これは甚
だ望ましくない。
【０００６】
　潤滑された電動搬送ローラでは、摩擦嵌合が油膜によって阻害される可能性があるとい
う問題もある。設置中または設置前にローラ本体を内側から洗浄することは可能であって
も、作動中を含め持続的に油を回避した状態を保つことはこの方法では実現できない。
【０００７】
　さらに、ＤＥ１０２０１５１２０９２２Ａ１は、連結要素と、中間要素と、係合要素と
を有する動力伝達要素を使用する解決策を提案している。連結要素は環状領域を有する。
環状領域の外周面には円弧状領域が設けられ、環状領域の内周面には凹凸領域が設けられ
る。係合要素は、突出部と軸挿入孔とを有する。連結要素の円弧状領域はローラ本体の内
周面と接触しており、連結要素とローラ本体も同様に固定デバイスによって互いにしっか
りと連結される。中間要素は凹凸領域および突出部と係合し、係合要素の軸挿入孔はロー
ラ本体の中心に保持されて、駆動ユニットは軸挿入孔と係合する。トルク伝達のために、
個々の突出部またはピンが設けられ、この突出部またはピンは、ローラ本体の内周面から
半径方向に延在して、連結要素の開口部に係合することができる。
【０００８】
　駆動部とローラ本体との間の形状嵌合係合のために、過度の押圧作用が原因のローラ本
体の変形という問題が回避されるのは事実であるが、設計は非常に複雑である。加えて、
製造中に狭い公差を維持しなければならず、費用がかかる。さらに、特に形状嵌合連結が
不良である場合、メンテナンスにも問題を含む。また、従来技術から既知であるように、
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締付け連結の場合は、ここで簡単な再調整を行うことができる一方、形状嵌合連結は部品
交換を必要とする。
【発明の概要】
【０００９】
　したがって、本発明の目的は、単純化された設計であり、かつ、公差が広い場合もロー
ラ本体の変形を生じることなく、駆動部から搬送ローラに確実にトルクを伝達することが
できる、冒頭に述べた種類の搬送ローラを明らかにすることである。
【００１０】
　この目的は、冒頭に述べた種類の電動搬送ローラの場合、カップリングブッシュがトル
ク伝達のために、特定箇所でのみ、ローラ本体の内周面に摩擦嵌合および／または一体の
態様で連結されることで、本発明により達成される。
【００１１】
　円周方向の摩擦嵌合連結または形状嵌合連結のいずれかを提供する従来技術とは対照的
に、本発明は、特定箇所での摩擦嵌合連結の使用、または特定箇所での一体連結の使用を
提案する。摩擦嵌合連結も一体連結もどちらも、形状嵌合連結に対して著しく単純化され
た設計である。形状嵌合連結よりも著しく広い公差が許容され、その結果として製造コス
トが低減される。特定箇所での摩擦嵌合連結も、同様により広い公差が許容されるので、
円周方向の摩擦嵌合連結に対して同様に単純化される。これにより公差不足を原因とする
過度の押圧作用の問題が回避され、したがって製造が全体的に単純化されて、搬送ローラ
をよりコスト効率よく製造することができる。
【００１２】
　さらに、本発明によって提案されるように、特定箇所での摩擦嵌合連結は、ローラ本体
の内周面に存在するオイルをより簡単に交換することができるという利点を有する。した
がって、本発明は、油潤滑搬送ローラの場合でも、面倒な脱脂作業を実施する必要も、ま
たは作動中に摩擦嵌合が悪化することもなく、効果的な摩擦嵌合連結を達成できる。
【００１３】
　本発明は、電動搬送ローラの場合、それほど大きなモーメントが伝達される必要はなく
、したがって、モーメント伝達のための著しく大きな表面積を提供する周方向摩擦嵌合連
結とは対照的に、特定箇所での摩擦嵌合連結でも十分であるという知見に基づく。これに
より、特定箇所での摩擦嵌合連結の利点、特に製造公差の補償を活用することが可能にな
り、その結果として製造が単純化される。一体連結が特定箇所で確立されれば製造公差を
補償することもできるので、同様の利点は一体連結によっても提供される。したがって、
２つの変形形態は同等に好ましく、同一問題を解決する。
【００１４】
　第１の好ましい実施形態によれば、カップリングブッシュの出力部は、ローラ本体の内
周面と接触するように設けられた複数の半径方向ノーズを有する。ノーズは、したがって
、カップリングブッシュとローラ本体との間の摩擦嵌合連結が確立される接触点を形成す
る。ノーズは、好ましくは断面が丸みを帯びるように設計され、および／または、わずか
に台形形状を有して、半径方向外側端部にわずかな平坦部を形成する。ノーズは、好まし
くは、ほぼ部分的な円筒形の輪郭を有し、カップリングブッシュの表面に軸方向に少なく
ともある程度の範囲に、好ましくは全範囲に延在する。
【００１５】
　半径方向ノーズを含めて、内周面の直径よりも大きい直径が決定されることが好ましい
。これにより、ノーズを含めて過大となるので、カップリングブッシュは予負荷のかかっ
た状態でローラ本体に挿入され、カップリングブッシュとローラ本体との間に特に良好な
摩擦嵌合連結が達成される。
【００１６】
　このために、ノーズは、好ましくはコンプライアント設計とする。ノーズのコンプライ
アント設計は、ローラ本体がカップリングブッシュによって受ける半径方向作用力を制限
し、その結果としてローラ本体の変形を効果的に回避することができる。
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【００１７】
　ノーズは、好ましくは、内部が中空の設計とする。これにより、ある程度のコンプライ
アンスを達成するために、ノーズを半径方向に圧縮することが可能になる。ノーズは、ロ
ーラ本体に半径方向に押圧力を加えるために、例えば弾性的に作用する板金部分の形態で
設計することができ、その結果カップリングブッシュとローラ本体との間に摩擦嵌合連結
が確立される。特にこの態様に関する限り、ノーズが予め定義された既知のばね定数を有
することが好ましい。これにより、ある程度の許容誤差がある場合でも、所定範囲内であ
ってカップリングブッシュからローラ本体にトルクを伝達するのに十分高い径方向押圧力
を提供でき、油を交換でき、しかし同時にローラ本体の変形を回避できる。
【００１８】
　さらに好ましい実施形態によれば、出力部はローラ本体の内周面に溶接される。本発明
によれば、この溶接は、特定の一体的に連結された箇所でのみカップリングブッシュから
ローラ本体にトルクを伝達可能にするために、特定箇所でのみ行われる。出力部は、好ま
しくはスポット溶接によってローラ本体の内周面に連結される。ローラ本体は通常、高レ
ベルの入熱の場合に損傷を受ける亜鉛の層を備える。スポット溶接の場合、入熱レベルは
非常に低い。これにより、ローラ本体外側の亜鉛コーティングの構造トポロジまたは外観
に変更なく、カップリングブッシュをローラ本体に一体的に連結することが可能になる。
これは、特に、スポット溶接中のエネルギー、したがって熱の最小レベルの流入によって
達成される。この場合、エネルギーおよび熱の流入を特に低いレベルに保つことができる
ので、特に好ましいのはレーザスポット溶接である。
【００１９】
　例えば、スポット溶接連結は半径方向ノーズの領域で行われる。予負荷のために、半径
方向ノーズは内周面に持続的に突き当たるので、これらの部分はスポット溶接による一体
連結に特に適している。ある程度の寸法のずれがある場合でも、カップリングブッシュと
内周面との間の良好な当接がこれらの部分で達成され、これによりスポット溶接が可能に
なる。
【００２０】
　さらに好ましい実施形態では、３～２０個、好ましくは５～１５個、特に好ましくは７
～１０個の別個の連結点が出力部の円周まわりに設けられており、カップリングブッシュ
は、これらの連結点でローラ本体の内周面に連結される。良好なトルク伝達を達成し、同
時にローラ本体の回転軸に軸方向および垂直方向に作用する力も吸収するために、３～２
０個の範囲の数、特に好ましくは７～１０個の連結点で十分であることが判明している。
上記の好ましい実施形態に関連して、これは３～２０個のノーズ、および／または３～２
０個の溶接スポットが設けられることを意味する。個々の別々の連結点は、好ましくは円
周まわりに均等に分布される。正確な数は、伝達されるトルクならびにローラ本体の直径
にも依存して決定することができる。
【００２１】
　さらなる好ましい実施形態によれば、カップリングブッシュは２つ以上の部分になって
おり、出力部を形成する半径方向外側部分と、軸／ハブ連結の一部を形成し、駆動部の出
力軸に連結される半径方向内側部分とを有する。内側部分は軸／ハブ連結の一部を形成す
るので、駆動部の出力軸に特に直接的に連結することができる。例えば、駆動部の出力軸
が多角形の外形を有し、カップリングブッシュの内側部分は、駆動部の出力軸の多角形の
スタブに対応する多角形のソケットを有する。さらに好ましい軸／ハブ連結は、キー溝／
キー連結、締付け連結などである。歯付きの連結も考えられ、好ましい。この実施形態で
は、内側部分から外側部分へのトルク伝達を確実にする目的で、内側部分を外側部分に連
結することが好ましい。駆動関連のがたつき、その他の衝撃または振動を補償するために
、内側部分と外側部分とを互いに弾性的に連結することができる。
【００２２】
　好ましい実施形態では、半径方向外側部分は波状の薄い金属帯板の形態で設計され、特
に好ましい実施形態では、ばね鋼から形成される。そのような波状の薄い金属帯板は、例
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えば、内側部分の実質的に円筒形の周面に配置することができる。好ましくは、半径方向
外側部分は周面に予負荷のかかった状態で配置され、一度ローラ本体に押し込まれると、
半径方向外側部分が内側部分の周面とローラ本体との両方に摩擦嵌合で連結されるように
圧縮され、トルクを半径方向内側部分から半径方向外側部分を介してローラ本体に伝達す
ることができる。
【００２３】
　これに加えて、例えば半径方向内側部分に対する回転に対して半径方向外側部分を固定
するための形状嵌合回転防止手段を設けることも好ましい。このような回転防止手段は、
特定の（特に数度の回転角度の）回転後に、作動してそれ以上の回転を防止する限り、あ
る程度の回転を許容することができる。回転防止手段は、特に、内側部分と外側部分との
間の摩擦嵌合連結が不十分であるとき、例えば高いトルクが伝達される場合に、作動しな
ければならない。
【００２４】
　一実施形態では、回転防止手段は、半径方向外側部分の周方向端部が突き当たる止め具
の形態で設計される。この場合、回転防止手段は形状嵌合式に作用する。代替として、ま
たはそれに加えて、一体的に作用する回転防止手段も考えられ、好ましい。例えば、半径
方向外側部分を、１つまたは複数の溶接スポットによって半径方向内側部分に固定するこ
とができる。半径方向外側部分をピン配置によって形状嵌合式に半径方向内側部分に連結
することも考えられる。
【００２５】
　好ましい発展形態では、半径方向内側部分は、可撓性材料、特にエラストマー材料で形
成される。これは、内側部分と駆動部の出力軸との間の軸／ハブ連結が回転方向で弾性で
あり、したがって、がたつきまたは他の形態の負荷を吸収可能であることを意味する。弾
性構成要素は、その材料特性により、剛性要素よりも良好な程度まで製造公差を補償する
ことが可能になるので、製造公差はここでもさらなる利点となる。
【００２６】
　有利な構成では、カップリングブッシュは駆動ユニットに対して軸方向に変位可能に取
り付けられる。ハブが軸方向に変位可能に取り付けられることも好ましい。付加的な軸方
向固定手段、例えばハブを固定するための端部側ねじは設けられないことが好ましい。好
ましくは、少なくともハブが軸方向浮動軸受を用いて駆動部の出力軸に取り付けられるか
、またはカップリングブッシュが軸方向浮動軸受を用いてハブに取り付けられる。これに
より、カップリングブッシュと駆動ユニットとの間の軸方向の相対変位が可能になる。一
方では、これは公差を補償するために好ましく、他方では、これはカップリングブッシュ
とローラ本体との間の連結によって可能になる。
【００２７】
　さらなる実施形態によれば、カップリングブッシュは、駆動部の出力軸が挿入される中
央開口部を有し、中央開口部は、円周まわりに交互に半径方向に延在する突出部と開口部
とを有する。開口部は、カップリングブッシュの内側部分に形成されることができ、軸／
ハブ連結の一部を形成することができる。開口部は、好ましくは、貫通開口の形態で設計
される。この実施形態によれば、中央開口部は、断面が実質的に星形の輪郭を有し、これ
も製造公差を補償することを可能にする。星形の内側開口部は、内側部分またはカップリ
ングブッシュがわずかに可撓性であり、したがって小さな製造公差を補償することができ
ることを意味する。さらなる利点は、星形の輪郭が、駆動部の出力軸からカップリングブ
ッシュへのトルクの形状嵌合伝達にも使用できることである。
【００２８】
　好ましい発展形態では、突出部は半径方向内側先端で凹面状に平坦化される。これによ
り、駆動部の出力軸の実質的に円筒形の部分に当接することが可能になる。
【００２９】
　カップリングブッシュは、好ましくは、半径方向突出部の領域に軸方向開口部を有する
。軸方向開口部は、カップリングブッシュの中を通って軸方向にある程度延在し、好まし
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くはカップリングブッシュを完全に貫通する。開口部は、特に好ましくは、断面が実質的
に台形形状を有する。好ましくは、開口部の断面は突出部の断面に対応し、したがってこ
れにより、突出部の開口部と中央開口部との間にほぼ均一な壁厚がもたらされる。そのよ
うな開口部は軽量化および使用材料の減量を達成し、突出部も柔軟に形成されるので、が
たつきまたは他の負荷ピークを吸収することができる。
【００３０】
　半径方向突出部の横方向側面が実質的に半径方向に方向づけられることも好ましい。こ
れは、半径方向突出部の側面がトルク伝達のために当接面を提供し、駆動部がカップリン
グブッシュを駆動するときに、駆動部の出力軸によってカップリングブッシュが受ける力
が突出部の側面に垂直に作用することを意味する。
【００３１】
　さらなる好ましい実施形態によれば、カップリングブッシュは、出力部が形成される、
軸方向に延在するカラーを有する。軸方向に延在するカラーは、好ましくは軸方向に、内
側部分から離れるように延在し、好ましくは外側部分に接して形成される。カラーは、好
ましくはカップリングブッシュの軸方向に隣接する部分の直径よりも大きい直径を有する
。これもまた、製造公差をさらに補償する。この実施形態は、出力部がローラ本体に一体
的に連結される場合に特に好ましい。この場合、軸方向に延在するカラーを薄い板金部分
で形成することができ、スポット溶接、特にレーザスポット溶接によって直接ローラ本体
に連結することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】搬送ローラの断面図である。
【図２】図１の搬送ローラの拡大断面図である。
【図３】図２による断面での第２の例示的な実施形態を示す図である。
【図４】第１の例示的な実施形態によるカップリングブッシュの側面図である。
【図５】図４によるＡ－Ａ線断面図である。
【図６】図４の細部Ａの図である。
【図７】図４の細部Ｂの図である。
【図８】第３の例示的な実施形態によるカップリングブッシュの斜視図である。
【図９】第４の例示的な実施形態によるカップリングブッシュの側面図である。
【図１０】図２および図４から図９によるカップリングブッシュ用ハブの斜視図である。
【図１１】図１０によるハブの断面図である。
【図１２】第２の例示的な実施形態によるカップリングブッシュの斜視図である。
【図１３】図１２のカップリングブッシュの断面図である。
【図１４】図１０によるハブと一体になった、第５の例示的な実施形態によるカップリン
グブッシュの斜視図である。
【図１５】第５の例示的な実施形態によるカップリングブッシュの他の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　例示的な実施形態を参照して、本発明を以下でさらに詳細に説明する。
【００３４】
　図１は、本発明による電動（モータ駆動型）搬送ローラ１の基本構成を示す。ローラ本
体２の第１の端部３に挿入されている端部キャップ４は、ローラ本体２に固定され、内部
に転がり接触軸受６が配置される。転がり接触軸受６は、軸受ジャーナル８を回転可能に
支持する働きをする。軸受ジャーナル８は、外向きの端部にナット１０を螺着した雄ねじ
が設けられており、これを用いて軸受ジャーナル８を枠組の開口部に、トルク耐性のある
方法で固定することができる。ここで枠組は、ナット（図示せず）とスリーブとの間で締
め付けられ、ナットに対して内側方向でねじ１０上に固定される。
【００３５】
　ローラ本体２は、半径方向外側方向でローラ本体２の内部１４を画定する内周面１２を
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有する。
【００３６】
　軸受ジャーナル８は中空設計であり、供給および制御ライン１６が軸受ジャーナル８の
内孔を通って、内部に配置された駆動ユニット１８に導かれる。駆動ユニット１８はロー
ラ本体２内に配置され、トルク耐性のある方法で軸受ジャーナル８に連結される。軸受ジ
ャーナル８に向けられた端部に、駆動ユニット１８は、好ましくは内部回転子を備えるブ
ラシレス三相ＤＣモータの形態で設計された電気駆動モータ２２を作動させる、制御電子
機器２０を有する。駆動モータ２２は、制御電子機器２０と、軸受ジャーナル８から離れ
る方向に向けられた駆動ユニット１８の端部に配置された遊星歯車式変速機２４との間の
、駆動ユニット１８に配置される。
【００３７】
　遊星歯車式変速機２４は、続いて転がり軸受２８に取り付けられる出力軸２６を有する
。
【００３８】
　出力軸２６からローラ本体２へトルクを伝達するために、搬送ローラ１は、以下でさら
に詳細に説明するカップリングユニット３０を有する。トルクが出力軸２８からカップリ
ングユニット３０を介してローラ本体２に伝達される結果として、ローラ本体は、駆動ト
ルクによって、軸受ジャーナル８および駆動ユニット１８に対して回転する。
【００３９】
　ローラ本体２の端部５であって、軸受ジャーナル８とは反対側に位置しているこの端部
に、ヘッドピース３２が、トルク耐性のある方法でローラ本体２に挿入される。このヘッ
ドピース３２は、複数のＷ字形の周方向の溝３４を有し、これによって搬送ローラ１の回
転およびトルクを隣接するアイドラローラに伝達することができる。ヘッドピース３２は
、端部側軸受ジャーナル（図示せず）に搬送ローラ１を支持する転がり接触軸受配置のた
めのホルダ３６を含む。
【００４０】
　次に、図２は、図１の細部Ｂの拡大図を示す。出力軸２６に取り付けられたカップリン
グユニット３０を見ることができる。カップリングユニット３０は、なによりもまず、ね
じ４２によって出力軸２６に取り付けられたハブ４０を有する。このために、出力軸２６
は雌ねじが設けられた止まり穴４４を有する。図示の実施形態のように、ねじ４２によっ
てハブ４０が出力軸２６に軸方向に固定される場合、このハブは、転がり軸受２８に接す
る端部４６を有する。
【００４１】
　半径方向外側方向では、ハブ４０は、半径方向突出部４８ａ、４８ｂが設けられた実質
的に円筒形の基本形状を有する。
【００４２】
　この第１の例示的な実施形態（図２）によれば、単一部分のカップリングブッシュ５０
がハブ４０上に設けられる（図１０および図１１も参照）。カップリングブッシュ５０は
、この例示的な実施形態では、トルク伝達のために、特定箇所で、摩擦嵌合でローラ本体
の内周面１２に連結される出力部５２を有する。このために、カップリングブッシュ５０
は、内周面１２と接触している複数の半径方向ノーズ５４を有する。
【００４３】
　より具体的には、ノーズ５４を含めて、ローラ本体２の内径である直径Ｄ２よりも幾分
大きい直径Ｄ１が決定される。個々のノーズ５４はわずかに弾性のある設計であり、した
がって、特に直径Ｄ１が縮小されるように、弾性的に変形することができる。これは、カ
ップリングブッシュ５０がローラ本体２の内部１４に軸方向に配置されることが可能であ
り、ノーズ５４が半径方向の力に対して弾性的に内周面１２を受け、これによりカップリ
ングブッシュ５０とローラ本体２との間に摩擦嵌合連結が達成されることを意味する。
【００４４】
　この例示的な実施形態によれば、カップリングブッシュ５０は、出力部５２の軸方向端
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部に半径方向に延在し、ただし直径Ｄ２よりも小さい直径を有するクロスピース５６をさ
らに有する。クロスピース５６は、トルク伝達のために働くのではなく、カップリングブ
ッシュ５０を位置決めするためだけに役立つ。
【００４５】
　図３は、本発明のさらなる実施形態を示す。同一および類似の要素には同一の参照符号
が付されており、この範囲内で、図２および図１に関する上記の説明が完全に参照される
。
【００４６】
　図３は、図１の細部Ｂを同様に示しており、この場合は異なるカップリングブッシュ５
０が使用されている。
【００４７】
　カップリングブッシュ５０はハブ４０に据え付けられ、次いで第１の例示的な実施形態
（図２）によるハブ４０と同様に、半径方向突出部４８ｃ、４８ｄが設けられる。この例
示的な実施形態（図３）によれば、カップリングブッシュ５０は２つの部分になっており
、図１０および図１１を参照して、さらに詳細に説明される。この例示的な実施形態では
、カップリングブッシュ５０は、半径方向外側部分６０と半径方向内側部分６２とを有し
、半径方向内側部分６２は、コンプライアント材料、特にプラスチックまたはエラストマ
ーで形成される。外側部分６０は出力部５２を有し、この例示的な実施形態によれば、軸
方向に延在するカラーの形態で設計される。出力部５２のカラー６４は薄肉の板金材料で
形成され、特にローラ本体２よりも薄い肉厚を有する。この例示的な実施形態によれば、
カラー６４の肉厚は、ローラ本体２の肉厚の約半分、特にその肉厚の４０％、３０％、ま
たはそれ以下である。
【００４８】
　この例示的な実施形態では、カップリングブッシュ５０は一体連結を介してローラ本体
２に連結される。複数の溶接スポット６６ａ、６６ｂがこのために設けられ、カラー６４
をローラ本体２の内周面１２に連結する。個々の溶接スポット６６ａ、６６ｂは、溶接ス
ポット６６ａに関して示されるように、カラー６４の軸方向端部から軸方向にわずかにず
らされるか、または溶接スポット６６ｂに関して示されるように、軸方向端部に直接形成
されることが可能である。これにより、カラー６４およびローラ本体２の製造公差および
製造関連の不正確さを補償することが可能になる。カラー６４は、比較的薄い板金材料で
形成されており、したがって半径方向にある程度まで圧縮することもできる。これにより
、カラー６４がローラ本体２の直径に対してわずかに大きすぎる場合でも、カップリング
ブッシュ５０を挿入することが可能になる。しかし、カラー６４は比較的薄い板金材料で
作られているので、カップリングブッシュ５０とローラ本体２との間に十分な力ではめ込
む圧入連結を提供することはできない。したがって、トルク伝達のために、カラー６４は
複数の個々の溶接スポットでローラ本体２に一体的に連結される。
【００４９】
　溶接スポットを形成するために、好ましくはレーザツールを外側から管状体の端部に配
置し、溶接するために、連結される構成要素が特定箇所で溶融されるように、レーザビー
ムを管状体内部の所望の位置に集束する。
【００５０】
　図２および図３の例示的な実施形態を組み合わせることもでき、図２および図３は、単
に最初の例としてその実施形態の異なる代替構造を例示しているに過ぎないことを理解さ
れたい。個々のノーズ５４が、ローラ本体２の内周面１２に加えて、溶接スポット６６ａ
、６６ｂを介して連結されることも同様に好ましく、これによりさらに効果的なトルク伝
達も達成される。
【００５１】
　図４から図１３は、カップリングブッシュ５０の様々な例示的な実施形態を個別に示し
、さらに詳細な説明を提供する。
【００５２】
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　図４は、最初の例として、図１および図２による例示的な実施形態でも基本的に取り付
けられているようなカップリングブッシュ５０を示す。図５は、図４のＡ－Ａ線断面を示
しており、以下では両方の図について同様に説明する。
【００５３】
　図２を参照して既に説明したように、カップリングブッシュ５０は、出力部５２とその
上に配置された複数の半径方向ノーズ５４とを有する。この例示的な実施形態によれば、
合計７つのノーズ５４（図４では、２つのみに参照符号が付されている）が円周まわりに
均等に分布される。ノーズ５４を含めて、ローラ本体２の直径Ｄ２よりもわずかに大きい
直径Ｄ１（図５参照）が決定される。ノーズ５４は、断面が凸状の輪郭を有し（図４参照
）、２つの実質的に平坦な側面６８ａ、６８ｂならびに丸みのある先端７０を有する。こ
の構成により、ノーズ５４は、半径方向の圧縮によって周方向に拡張することができると
いう点で、全体としてやや弾性になる。したがって、公差を補償することが可能であり、
しかも、カップリングブッシュ５０とローラ本体２との間に良好な摩擦嵌合連結を確立す
ることが可能である。
【００５４】
　ノーズ５４は同様に軸方向に凸状の導入面７２ａ、７２ｂを有しているので、カップリ
ングブッシュ５０をローラ本体２の内部１４に軸方向に挿入することは容易に可能である
。
【００５５】
　半径方向内側方向で、カップリングブッシュ５０は、貫通開口の形態で設計された中央
開口部７４を有する。この開口部７４によって、カップリングブッシュ５０を軸方向でハ
ブ４０に押し込むことができる。中央開口部７４の内周面７６は、ハブ４０とカップリン
グブッシュ５０との間で回転方向に形状嵌合連結を可能にする輪郭を有する。このために
、中央開口部７４に突出部７８と開口部８０とが複数設けられ（図４では、それぞれ１つ
のみに参照符号が付されている）、中央開口部７４の円周まわりに交互に均等に分布され
る。
【００５６】
　この例示的な実施形態によれば、軸方向開口部８２（図６参照）が突出部７８の領域に
設けられる。これらの軸方向開口部８２は、カップリングブッシュ５０の回転軸に垂直な
断面では（すなわち、図６による図の平面では）実質的に台形形状を有する。この台形形
状の先端８３は突出部７８の輪郭に実質的に対応し、したがって、突出部７８の領域で中
央開口部７４から軸方向開口部８２を分離する壁８４は、実質的に一定の壁厚を有する。
【００５７】
　半径方向内側方向で、突出部７８の先端は凹面状の輪郭８６を有する。突出部７８の横
方向側面８８ａ、８８ｂは、実質的に半径方向に方向づけられる。結果として、開口部８
０は半径方向外側方向でわずかに拡大し、凹面状基部９０へと広くなる。特に、横方向側
面８８ａ、８８ｂの半径方向の向きは、ハブ４０の半径方向突出部４８ａ、４８ｂが側面
８８ａ、８８ｂと面接触し、側面８８ａ、８８ｂが突出部４８ａ、４８ｂによって実質的
に垂直に力を受ける状態をもたらす。
【００５８】
　軸方向開口部８２は、一方では軽量化をもたらし、他方では、がたつきおよび他の負荷
ピークを吸収するように働く、突出部７８のわずかに弾性のある設計を明示的に提供する
。
【００５９】
　図８および図９は、第１の例示的な実施形態とやはり類似している、第３の例示的な実
施形態を示す。第３の例示的な実施形態（図８および図９）によれば、カップリングブッ
シュ５０は２つの部分で形成される。それは半径方向内側部分６２と、出力部５２を形成
する半径方向外側部分６０とを有する。
【００６０】
　内側部分６２は、波状の薄い金属帯板の形態の外側部分６０が取り付けられる、実質的
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に円筒形の周面９２を有する。外側部分６０の波状の薄い金属帯板は、この実施形態では
中空であり、内部にキャビティ９４を画定する複数のノーズ５４を形成する。これにより
ノーズ５４の弾性が生じて、製造公差をさらに効果的に補償することができる。
【００６１】
　図９は、突出部７８の領域に台形開口部８２が形成されるだけでなく、さらに開口部８
０の領域に実質的に矩形の軸方向開口部９６が形成される場合の、わずかに変更された例
示的な実施形態を示す。これにより軽量化、ならびにカップリングブッシュ５０のさらな
る弾性設計がもたらされる。
【００６２】
　図２および図４から図９までの上記の例示的な実施形態によるカップリングブッシュ５
０と共に使用することができるハブ４０を、ここで図１０および図１１を参照して、さら
に正確に説明する。図１０および図１１によるハブ４０は、好ましくは実質的に剛性の材
料、特に耐摩耗性プラスチック、例えばポリアミドなどで形成される内側ハブ部分４１を
有する。内側ハブ部分４１は中央開口部４３を有し、これを介してハブ４０を出力軸２６
の対応する部分に連結することができる。中央開口部４３は、多角形ソケットを備える第
１の部分４３ａを有し、ならびに止め輪４３ｂを有する。多角形ソケットは、トルク伝達
のために出力軸２６の対応する多角形スタブと協働する。止め輪４３ｂは、軸方向の位置
決めのために役立つ。
【００６３】
　ハブ４０はさらに、内側部分４１を半径方向および円周方向に囲み、好ましくはコンプ
ライアント材料、特にエラストマー材料などで形成される外側部分４５を有する。外側部
分４１は、突出部４８ａ、４８ｂ、４８ｃ、４８ｄを画定する（図１０および図１１では
、すべての突出部に参照符号が付されているわけではない）。内側方向では、突出部４８
ａ、４８ｂ、４８ｃ、４８ｄは、内側部分４１に形成されて、そこから半径方向に延在す
るクロスピース４７ａ、４７ｂ、４７ｄによってそれぞれ支持される。クロスピース４７
ａ、４７ｂ、４７ｄは、突出部４８ａ、４８ｂ、４８ｃ、４８ｄを補強する。
【００６４】
　第１の軸方向端部で、突出部４８ａ、４８ｂ、４８ｃ、４８ｄは半径方向舌部４９ａ、
４９ｂ、４９ｄをそれぞれ有し、これらの舌部を含めて、突出部４８ａ、４８ｂ、４８ｃ
、４８ｄの直径Ｄ３よりも大きい直径Ｄ４を有するカラーを画定する。舌部４９ａ、４９
ｂ、４９ｄの目的は、ハブ４０がねじ４２によって固定されていない場合に作動中の「移
動」を防止することである。ハブ４０は、出力軸２６上に配置される部分４３ａを有する
。カップリングブッシュ５０がその後押し込まれると、それ以降、駆動部に向けられた端
部側は舌部４９ａ、４９ｂ、４９ｄに突き当たる。駆動部およびカップリングブッシュ５
０は部分として軸方向に固定されており、駆動部は端部キャップ４を介して固定され、カ
ップリングブッシュ５０はローラ本体２に対する連結を介して固定されている。したがっ
て、ハブ４０も軸方向に固定され、浮動軸受配置を有し、かつ、ねじ４２によって締め付
けられていないとしても、「移動」は防止される。
【００６５】
　図１２および図１３は、図３に示すように、カップリングブッシュのさらなる実施形態
を示す。図１２および図１３によるカップリングブッシュは、やはり２つの部分になって
おり、内側部分６２と外側部分６０とを有する。内側部分６２は、がたつきまたは他の負
荷ピークを補償するために、プラスチック材料またはエラストマー材料で作られる。この
場合、図３を参照して既に説明したように、出力部５２は、内側部分６２を包み込む部分
９８から離れる方向に延在するカラー６４の形態で設計される。部分９８が可撓性の内側
部分６２のための半径方向外側シースを形成するのに対して、カラー６４は、スポット溶
接によって良好な効果を得るためにローラ本体２に連結可能な比較的薄い板金材料で形成
される。一方で、カラー６４の軸方向範囲はカラー６４を可撓性に保つように働き、その
結果、カラーは製造公差を補償するために、半径方向に広がることも半径方向にサイズを
縮小することもできる。他方で、この構造は、可撓性内側部分６２の加熱を回避するため
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に、溶接スポットと内側部分６２との間の空間距離も提供する。レーザスポット溶接の使
用により、この効果はさらに高められる。
【００６６】
　第１の例示的な実施形態に対応するように、内側部分６２は、ほぼ星型の内側輪郭７６
を有する中央開口部７４を有する。この輪郭７６は、円周まわりに均等に分布される突出
部７８と開口部８０とを有してもいる。交互に並んだ開口部８０および突出部７８は、ハ
ブ４０からカップリングブッシュ５０への力およびトルクの形状嵌合伝達を可能にするよ
うに働く。
【００６７】
　図１４および図１５は、カップリングブッシュ５０のさらなる例示的な実施形態を示す
。この例示的な実施形態は、原則として、第３の例示的な実施形態（図８）と類似してお
り、カップリングブッシュ５０は、出力部５２を画定する半径方向外側部分６０と半径方
向内側部分６２との２つの部分で設計される。半径方向外側部分６０は、この場合もやは
り、波状の薄い金属帯板の形態で設計され、半径方向内側部分６２の実質的に円筒形の周
面９２に据え付けられる。
【００６８】
　波状の薄い金属帯板は、第１の端部１０４と第２の端部１０５とによって画定される半
径方向ギャップ９９を有する。このギャップ９９は、第３の例示的な実施形態（図８）の
薄い金属帯板にも存在する。これは薄い金属帯板を半径方向内側部分６２の直径により容
易に適合させるように働く。
【００６９】
　第１の例示的な実施形態（図５）から既知であるように、半径方向内側部分６２は、周
面９２よりも大きい直径を有することで、半径方向外側部分６０を軸方向に位置決めする
働きをするクロスピース５６を有する。
【００７０】
　半径方向外側部分６０が半径方向内側部分６２に対して回転するのを防止するために、
これらの例示的な実施形態（図１４および図１５）は回転防止手段１００を提供する。こ
れらの例示的な実施形態によれば、回転防止手段１００は、第１の端部１０４および第２
の端部１０５のうちの一方が突き当たることができる止め具１０２を有する。止め具１０
２はギャップ９９内に据え付けられるが、周方向により小さい範囲を有しており、したが
って第１の端部１０４または第２の端部１０５が止め具１０２と接触するまで、半径方向
外側部分６０はある程度回転することができる。
【００７１】
　止め具１０２の周方向端部側面１０６、１０７（図１４参照）は半径方向に方向づけら
れており、したがって端部１０４、１０５に平坦な当接面を提供する。これにより確実な
接触が提供され、半径方向外側部分６０が外れて、クロスピース５６から離れるように軸
方向に移動するのを防ぐことができる。止め具１０２の直径または半径方向の範囲は、ク
ロスピース５６の直径または半径方向の範囲と等しいかそれよりも小さく、これは簡単な
設置を可能にする。
【００７２】
　しかし、止め具１０２の代わりに、例えば薄い金属帯板を周面９０に連結するために設
けられている１つまたは複数の溶接スポットによって、純粋に一体型の回転防止手段を有
することも考えられる。
【００７３】
　ここでは例示のために、図１０のハブ４０が内側貫通通路に挿入されている。この例示
的な実施形態（図１４および図１５）では、開口部８２は止まり穴状の窪みの形態で設計
されており、したがって図１５の軸方向端部側面は閉塞されているように見える。これは
、一方では、使用材料の量（慣性質量／コスト）の減少を可能にし、他方では、鋳造／射
出成形に有利な、ほぼ一定の壁厚を達成することを可能にする。
【符号の説明】
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【００７４】
１　搬送ローラ
２　ローラ本体
３　第１の端部
４　端部キャップ
５　端部
６　接触軸受
８　軸受ジャーナル
１０　ナット
１２　内周面
１４　内部
１６　供給および制御ライン
１８　駆動ユニット
２０　制御電子機器
２２　駆動モータ
２４　遊星歯車式変速機
２６　出力軸
２８　転がり軸受
３０　カップリングユニット
３２　ヘッドピース
３４　溝
３６　ホルダ
４０　ハブ
４１　内側部分
４３　中央開口部
４３ａ　第１の部分
４３ｂ　止め輪
４４　止まり穴
４５　外側部分
４６　端部
４７ａ，４７ｂ，４７ｄ　クロスピース
４８ａ，４８ｂ，４８ｃ，４８ｄ　突出部（半径方向突出部）
４９ａ，４９ｂ，４９ｄ　舌部（半径方向舌部）
５０　カップリングブッシュ
５２　出力部（外周出力部）
５４　ノーズ（半径方向ノーズ）（連結点）
５６　クロスピース
６０　外側部分（半径方向外側部分）
６２　内側部分（半径方向内側部分）
６４　カラー
６６ａ，６６ｂ　連結点（溶接スポット）
６８ａ，６８ｂ　側面
７０　先端
７２ａ，７２ｂ　導入面
７４　開口部（中央開口部）
７４　中央開口部
７６　輪郭（内周面）
７８　突出部（半径方向突出部）
８０，８２　開口部
８３　先端
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８４　壁
８６　輪郭（半径方向内側先端）
８８ａ，８８ｂ　側面
９０　周面（凹面状基部）
９２　周面
９４　キャビティ
９６　軸方向開口部
９８　部分
９９　ギャップ
１００　回転防止手段
１０２　止め具
１０４　端部（第１の端部）（周方向端部）
１０５　端部（第２の端部）（周方向端部）
１０６，１０７　周方向端部側面

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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